
平成29年 度
(2017年 度) スポ=ツ =全 保険。のしおり

この「しおり」は、スポーツ安全保険の概要を説明したものですので、団体構成員の皆様にもお渡しください。

田 スポーツ安全保険とは匝線
誰もが安心してスポーツや文化などの団体・グループ活動 (社会教育活動)に参加できるようにするため、
た、小さな掛金で大きな補償が得られる公益目的事業です。
カロ入手続きを行つた4名以上のアマチュアの団体・グループの構成員を被保険者 (補償の対象となる方)
者となり、損害保険会社8社 (裏面参照)との間に以下の保険を一括契約しています。

(公財)ス ポーツ安全協会が損害保険各社と協力して作り上げ

とし、(公財)ス ポーツ安全協会が加入の取りまとめ機関・契約

讐調磨1困 ロヨ 急激で偶然な外来の事故により被つた傷害による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償

…
日罰=耐謝祠 他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負うことによつて被つた損害を補償

啓四日誓訓幽四 突然死 (急性心不全、脳内出血などによる死亡)に 際し、親族が負担した葬祭費用を補償

(注)ご カロ入いただけない団体の例
X家族だけで活動する団体 Xプ ロスポーツを行う団体 X営 利活動を行う団体 (会員制スポーツクラブ等でも、その会員 参加者は加入できます。)

対象となる事故の範囲 日本国内での次の事故が対象 (学校および保育所の管理下を除く。)

カロ入手続きを行つた 「団体の管理下」における
「団体活動中」の事故
※AW区 分に限り、「団体での活動中およびその往復中」
以外の事故も対象となります。ただし、熱中症、
細菌性 ウイルス性食中毒および突然死を除きます。

カロ入手続きを行つた団体が指定する集合 。解散場
所と被保険者の自宅との通常の経路往復中の事故
※自動車運転中の事故は、賠償責任保険の対象とは
なりません。ただし、被保険者自身のケガは傷害
保険の対象となります。

◇ 鞭 およ鵡 師 似下陣側Ю籠 下の渤 は燎 外

学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教
育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特
別支援学校および児童福祉法に基づく保育所が組
織する団体(学校部活動等)における児童、生徒、学
生または幼児の事故の場合、保険金請求時に学校管
理下でないことの学校長の証明書が必要となります。
学校管理下か否かは、学校長の判断によります。

日 補 償 期 間 (一般団体の力臥 区分)
短期スポーツ教室の加入区分でこ加入の場合は、教室の開始日、掛金の支払完了日の
翌日または平成29年4月 1日のうち最も遅い日の午前0時から有効となり、終期は
教室の終了日または平成30年3月31日のいず7rlか早い日の午後12時決でとなります。

|  1裔 ⅢⅢⅢ
※インターネット加入による中途加入手続きで、翌月―括手続方式の要件を満たす場合、団体への入会日の翌日午前0時から有効です。

口 tE入 区 分 ・掛 金 ・補 償 額 纏 ィ棚 ,つ

いて治療Eul開 か琉 償されます。
、・通院保険金は医療費の実費ではなく、下表のとおり1日当たりの定額保険金が支払われます。
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注1「平成29年 4月 1日Jと 「掛金の支払手続きを行う日」のいずれか遅い日の年齢を基準とします。

※インターネットをこ利用になれない場合は、
(教室ことに4名 以上でこカロ入ください。) 一般団体の加入区分でこ加入ください。
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年間掛金には、制度運営費 (10円 )が 含まれます。

当しおりは、スポーツ安全保険の概要を記したものです。こカロ入の際には必ず『スポーツ安全保険のあらましJおよび「重要事項説明書」をよくお読みください。
また、詳細Iま保険約款および特約書によりますが、こ不明な点につきましてはスポ…ツ安全協会または東京海上日動までお問い合わせください。



四 保険金が支払われない主な場合
傷害保険 賠償責任保険

(1)次 のような事由により生 じた傷害
① 被保険者や保険金受取人の故意または

重大な過失
② 被保険者の 自殺行為、犯罪行為、無資

格運転、洒気帯び運転
③ 被保険者の脳疾患、疾病 (心臓疾患を

含む。)、心神喪失
④ 被保険者の妊娠、出産、流産。外科的

霧籍るP夕3m器 嬰薔衿
⑤ 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱※、

放射能汚染など
※テロイ予為によるケガは対象となります。

(2)む ちうち症、腰痛などで、医学的他覚所見
のないもの

(3)学 校、保育所の管理下の活動中に生 じた
傷害 (ただ し、大学、短大、専修学校、各
種学校の学生、生徒が行うクラブ活動中に
生 じた傷害に対 しては支払われます。)

(4)こ 加入の加入区分で補償ができない活動を
実施 している間に生 じた傷害

(5)AW区 分の 「団体での活動中および往復中」
以外における熱中症および細菌1生 ウイル
ス性食中毒

(6)次 のものは傷害 には含まれず、保険金が
支払われません。

① 急性心不 全 、脳 内出血 な どの突然 死
(突然死葬祭費用保険の対象となります。)

② 野球肩、野球肘、テニス肘、疲労骨折、
関節ねずみ、タナ障害、オスグッ ト病、
椎間板ヘルニア、靴ずれ、その他急激 ・
偶然 ・外来の要件を満たさないスポーツ
特有の障害

③ 成長痛、加齢に伴うもの (変形性膝関節
症、変形性腰椎症、腰椎分離症など)な ど

(7)日 本国外での事故および補償期間外に発
生 した事故

など
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1)法 律上の賠償責任が発生 しない損害
※スポーツそのものが多少の危険を伴 つているだけに、たとえルールを守つてプレーをしていても、
不可避的に起こつて しまう事故もあります。このような事故の場合は一般に法律上の賠償責任は
ないものと考えられます。なお、スポーツ以外の活動についても同様です。

次のような事由に起因する損害
被保険者の故意
被保険者または被保険者の指図による暴行 殴打
自動車 (自動二輪車、原動機付自転車を含む。)航 空機 (グライダー、飛行船およびモーター八
ンググライダー、マイクロライ ト機、ウル トラライ ト機、パラブレーン等の超軽量動力機を含む。)
船舶 (人力または風力を原動力とするものを除く。)の所有、使用または管理
狩猟
地震、噴大、津波などの天災。戦争、変乱、暴動、そうじょう、労働争議など

被保険者と同居する親族に対する賠償責任
被保険者の所有、使用もしくは管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者
に対 して負担する賠償責任 (ただ し、団体活動中に練習 合宿などで一時的に使用または管理する
宿泊設備 体育施設を壊 した場合は支払われます。)

(5)被 保険者の占有を離れた飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害
(6)学 校、保育所の管理下における活動に起因する損害
(7)こ 加入の加入区分で補償ができない活動に起因する損害
(3)被 保険者が、団体活動を行い、または指導することを職務とする場合、その職務遂行に起因する損害

(ただ し、被保険者が他人に使用されて団体活動を行い、または指導 している場合を除く。)
(9)被 保険者が公務員 (ただ し、スポーツ推進委員など、非常勤で団体活動を指導する者を除く。)と して

職務上遂行 した業務に起因する損害
日本国外で行 う活動に起因する事故 (AW区 分については一部対象となります。)
補償期間外に発生 した事故

な ど

突然死葬祭費用保険
)次 のような事由により生 じた突然死
① 被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転
③ 被保険者の心神喪失
④ 被保険者の妊娠、出産、流産。外科的手術その他の医療処置
⑤ 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱、放射能汚染など
)学 校、保育所の管理下の活動中に生 じた突然死 (ただ し、大学、短大、専修学校、

生徒が行うクラブ活動中に生 じた突然死に対 しては支払われます。)
)AW区 分の 「団体での活動中および往復中」以外における突然死
)日 本国外での事故および補償期間外に発生 した事故
)傷 害保険の死亡保険金として支払い対象となる死亡
)生 前購入された墓地、墓石、仏壇等、被保険者が死亡する前に負担された費用

各種学校の学生、

な ど

口 事故のときは 詞燃鱚誓娑ξ穆佑2』鶏雷呵勇緻下蹄襴ぶ熱洗[跳判 な

※保険金請求の際には、 未成年者が被保険者の場合、

●事故時の|ご連絡先|(東京海上E動 ) ※カロ入手続きのお問い合わせはスポーツ安全協会各支部までお願いします。

都道府県 事故 時の連絡先 (平日9:00～ 17:00) 都道府県 事故 日寺の連絡先 (平 日9:00⌒ 1́7:00)

北海道

東京海上 日動 北海道 スポー ツ安全保険 コーナー

面固 0120-789-027

0]]-271-7432//FA× 011-271-1328
〒060-8531 本し幌市中央 区大通西 3-7

岐阜 三重
愛知

東京海上日動 東海スポーツ安全保険コーナー

画面0120-789-05フ
052-201-9654//FAX052-201-9649
〒460-8541 名古屋市中区丸の内2-20-19

青森 秋田
岩手 山形
宮城 福島

東京海上日動 東北スポーツ安全保険コーナー

画面0120-789-037
022-225-6326//FAX022-225-フ 15フ
〒980-8460 イ山台「lD青葉区中央2-816
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東京海上国動 近畿スポーツ安全保険コーナー

画面0120-789-06フ
06-6203-0677//FAX06-6203-0646
〒541-8555 大阪市中央区高麗橋3-5-12
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東京海上日動 関東スポーツ安全保険コーナー

画面0120-789-04フ
03-6632-04フ 9//FAX03-6402-356]
〒105-8551 東京都港EXI西剰〒橋3-9-4
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東京海上 日動  中 ・四国スポー ツ安全保 険 コーナー

面 0]20-789-085
082-511-9483//FAX082-511-9273
〒730-8730 広島市 中EXLノヽ可堀 3-33

静岡

東京海上 国動 静 岡スポー ツ安全保険 コーナー

面 0120-789-059
054-254-4235/′ FA× 054-254-423フ

〒420-8585 静岡市葵 区紺屋 田丁171
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東京海上日動 九州スポーツ安全保険コーナー

画面 0120-789-095
092-28]-83フ 5//FA×092-281-8199
〒8128705 福F司市1専多区剤]場町3-3

山眩霞琴■ツ安全協会
〒105-0003東京都港区西新橋 1-6-11

丁e!. 03-5510-0022

-http://WWw,sportsanzen.org

当 補 償 制 度 は 、 ス ポ ー ツ 安 全 保 険 特 約 書 に 基 づ く 傷 害 保 険 (ス ポ ー ツ 安 全 協 会 傷 害 保 険 特 約  ス ポ ー ツ 安 全 協 会 傷 害 保 険 特 約 (学 校 管 理 下 外 担 保 ) 突 然 死

葬 祭 費 用 担 保 特 約 付 帯 普 通 傷 害 保 険 )お よ び 賠 償 責 任 保 険 (ス ポ ー ツ 安 全 協 会 賠 償 責 任 保 険 特 約 等 付 帯 施 設 賠 償 責 任 保 険 お よ び ス ポ ー ツ 安 全 協 会 傷 害 保 険 特 約
(学 校 管 理 下 外 担 保 )付 帯 普 通 傷 害 保 険 賠 償 責 任 担 保 条 項 )に よ つ て 構 成 さ れ て い ま す 。

平成28年 12月作成 16T20822

<幹 事会社>

東京海上 日動火災保 険榊 担当課:公務第郷文教公務室 〈共同引受保険会社(平成29年4月予定)〉

〒102-8014                ぁt、ぉtニヽッセイ同和共栄火災 則がャ′|ン日本興亜大同火災
東京都千代田区二番町 6-4 ラ 。メール三番町10階 東京海上日動 日新火災 富 士 火 災 三井住友海上
Tel. 03-3515-4346(平日9:00-17:00)


